
 

 

１．変更内容 

（１）「ＰＮＲＧＯＶ電文変換」機能の変更 

（Ａ）入力項目の桁数変更 

以下の入力項目について、桁数を３桁から１０桁へ変更する。 

①旅客識別番号(特別旅客) 

②旅客識別番号(予約システム) 

（Ｂ）入力項目の変換 

以下の情報について、ＮＡＣＣＳでの取得方法を変更するためＰＮＲＧＯＶ電文変換の判定方法を

変更する。 

（ａ）フライトのサマリー情報 

①出発日（旅行の日程） 

②出発時刻（旅行の日程） 

③到着日（旅行の日程） 

④到着時刻（旅行の日程） 

⑤出発地（旅行の日程） 

⑥目的地（旅行の日程） 

⑦便名１（便名部）（旅行の日程） 

⑧共同運送者＿１ 

⑨共同運送者＿２ 

⑩座席等級 

⑪旅客身分証明書等番号 

⑫旅客国籍 

⑬旅客生年月日 

⑭旅客性別 

⑮旅券満期日 

⑯座席番号 

⑰旅客識別番号（特別旅客） 

（ｂ）チェックイン情報 

①搭乗手続時刻 

（ｃ）搭乗情報 

①搭乗受付番号 

②座席番号 

③座席等級 

④手荷物個数 

⑤手荷物重量 

⑥重量単位 

⑦手荷物番号＿１ 
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＜変更前仕様＞ 

現在の ＰＮＲＧＯＶ電文の変換仕様では以下の情報がＮＡＣＣＳで取得できていない場合がある。 

・フライトのサマリー情報 

・チェックイン情報 

・搭乗情報 

※各情報内の入力項目については、「１.変更内容 (１)ＰＮＲＧＯＶ電文変換機能の変更」参照。 

＜変更後仕様＞ 

ＰＮＲＧＯＶ電文の変換仕様を変更し、以下の情報内の各種項目の変換仕様の変更・桁数変更を行い、ＮＡ

ＣＣＳで取得する。 

・フライトのサマリー情報 

・チェックイン情報 

・搭乗情報 

※各情報内の入力項目については、「１.変更内容 (１)ＰＮＲＧＯＶ電文変換機能の変更」参照。 



 

 

⑧手荷物番号＿２ 

⑨手荷物番号＿３ 

⑩手荷物番号＿４ 

⑪手荷物番号＿５ 

⑫手荷物番号個数＿１ 

⑬手荷物番号個数＿２ 

⑭手荷物番号個数＿３ 

⑮手荷物番号個数＿４ 

⑯手荷物番号個数＿５ 

（２）「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務の変更 

（Ａ）入力項目の桁数変更 

以下の入力項目について、桁数を３桁から１０桁へ変更する。 

①旅客識別番号(特別旅客) 

②旅客識別番号(予約システム) 

（３）「旅客予約記録情報呼出し（ＰＮＲ）」業務の変更 

「旅客予約記録呼出し結果情報」の以下の項目について、ＰＮＲ０１業務の入力桁数に併せて変更す

る。 

①旅客識別番号(特別旅客) 

②旅客識別番号(予約システム) 

（４）「旅客予約記録情報照会（ＩＰＮ）」業務の変更 

「旅客予約記録照会情報」の以下の項目について、ＰＮＲ０１業務の入力桁数に併せて変更する。 

①旅客識別番号(特別旅客) 

②旅客識別番号(予約システム) 

 

２．変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務 

・「旅客予約記録情報呼出し（ＰＮＲ）」業務 

・「旅客予約記録情報照会（ＩＰＮ）」業務 

 

３．特記事項 

（１）個別項目 

なし 

 

４．リリース予定日／サービス開始予定日 

２０２１年０１月１７日（日）０４：００ 

 

 

 


